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　飛騨吉城特別支援学校では、地域と

の関わりとして“殿町青龍会”と様々

な交流を行っています。この会は、古

川祭の屋台の１つ『青龍臺（せいりゅ

うたい）』を運営するOBの方が、当校の

開校と同じ平成25年に地域に貢献す

ることを目的として結成した団体で

す。 

　殿町青龍会の方から地域貢献の一

環として学校と関わりをもちたいと

の提案があり、開校当時から様々な活

動が行われています。

　今年度の活動を紹介します。

◆木偶奉納（でぐほうのう）

  古川祭初日に当校の駐車場に屋台

を曳き入れ、木偶奉納を実施していた

だきます。児童生徒は祭にあわせて作

成した学校の法被を着て見学します。

目の前で行われるからくり奉納に目

をキラキラさせていました。

◆運動会への協力

　中学部の競技では「祝い唄」を歌っ

ていただきます。入場曲に合わせ、屋

台を曳いた生徒が入場します。また、

全校種目「ツバメ」のダンスでは、一緒

に踊ったり、曲に合わせて手拍子をし

たりと、会場を盛り上げてくださいま

す。

◆夏まつり

　殿町青龍会が中心となってヨー

ヨー釣りや輪投げなどを出店してい

ただき、児童生徒は保護者とともに夏

まつりを楽しみます。また、そのお礼

として殿町青龍会の皆さんにのぼり

旗を作成し、贈ります。

◆花餅作り交流

　飛騨の伝統「花餅」をみんなで作り

ます。殿町青龍会の方と一緒に餅つき

をし、餅の短冊をみんなで協力して枝

に飾り付けていきます。

 

　殿町青龍会との交流は、子どもたち

が地域とのつながりを感じられると

ともに、地域の一員であることを認識

する大切な機会です。これからも地域

とのかかわりを大切に進めていきた

いと思います。

　今年は暖冬予想となっていますが、

それでも気温は下がり雪に覆われま

す。

　雪に覆われる時期は薬草が採れな

くなるからどうしようと考えている

方もみえるかもしれませんね。

　そんな時期に良いのが焼き果物で

す。焼き果物はミカン、リンゴ、バナナ

などでできますが、オススメはこの時

期よく目にするミカン。生薬名でチン

ピと言うミカンの皮には果肉以上に

健康に役立つ成分を含んでいます。で

も皮だけを食べないですよね。そこで

焼き果物です。

　ミカンを皮ごと焼くことで、普段捨

てている皮に含まれる成分を実へ浸

透させることができます。内部の成分

も加熱されることで栄養効果が一層

活性化されます。

　これは漢方で「修治」とよばれる方

法のひとつで、食べ物に熱を加える

と、おいしくなるだけでなく、その食

べ物が持つ性質や効能に変化が起こ

るのだそうです。

　焼きミカンは、セキやタンを取り、

風邪や喘息に効きます。関節に溜まっ

た水を排出する効果もあります。

　昔は風邪気味の時はみかんをス

トーブで焼いて食べた、という話も聞

きます。昔からの生活の知恵ですね。

　さらに上級の黒焼もありますが、ま

たの機会に。

　健康にいいのはわかるけど温かい

ミカンはどうも…という方は、焼いた

ミカンと好みの量のハチミツを加え

てミキサーにかけると、柑橘の香り

たっぷりのホットスムージーといっ

た感じで、体が温まって喉にもやさし

いです。

　果物は見た目をきれいにするため

ワックスが塗ってあると聞きますが、

40～50度のお湯に１分ほどつけ、表面

を布で拭けば取れるそうです。

　健康にいい成分たっぷりのミカン

を丸ごと取り入れて、冬を乗り切りま

しょう！

学校教育課 0577-73-7494

まちづくり観光課

0577-73-7463

みんなで活かして
楽しい毎日！飛騨の

薬草を学ぶ
教養講座

焼き果物 その１

村上光太郎「「焼き」くだもので１０歳若返る」より

入手先 スーパー、産直市場など 

鎮咳、去痰、喘息、風邪効　能

㉞

地域とともにある学校づくり

　　～飛騨吉城特別支援学校～
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　高齢になり、体力の衰えと共に自

分で財産管理を行うことが難しく

なってきたり、突然の病気やケガで

外出することができなくなった等、

このような『もしもの場合』を考え

たことはありますか。

　その時は、家族がいるから何とか

なると多くの方は考えるかもしれま

せんが、通常では、金融機関からの

入出金などは本人しか行えず、まし

て一人暮らしの場合、気安く他人に

頼むわけにもいきません。

　こんな時、家族や信頼できる人に

財産管理などを代理で行ってもらえ

る契約があります。これを『財産管

理委任契約』といいます。

　この契約を結ぶことで、次のよう

なことを代理で行ってもらうことが

可能になります。①預貯金の引出し

や諸々の費用の支払い手続きなど　

②介護サービスの契約や変更など　

③介護施設への入所手続きなど　④

役所での住民票や戸籍の取得など、

この契約は本人にまだまだ判断能力

はあるけれども、身体が不自由であ

るために困難が生じている場合に適

しています。　

　また、将来的に自分の判断能力が

低下した時に備えて、この財産管理

委任契約と共に『任意後見契約』も

同時に結んでおくと安心です。任意

後見契約も本人の判断能力があるう

ちでないと結べない契約ですので、

もしも認知症などになってしまった

場合には、財産管理から任意後見へ

とスムーズに移行できます。

　これらの契約手続きは、公証役場

で公証人に依頼することで、公正証

書で作成してもらえます。費用はか

かりますが公正証書になると、金融

機関やその他の手続きなどを滞りな

く進めることができます。

　もしもの時を考えて、不安な気持

ちのままで過ごすのか、または手遅

れにならないように出来る準備に早

目にとりかかるのか、老後の安心は

あなたの気持ち次第で得られます。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

0577-73-3214

もしもの時の
お金の管理

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その46＞

　2024年４月から「医師の働き方改

革」が開始されます。医師も労働者

の一人として医師自身の健康を守る

ため、定められた時間以上に時間外

に働くことが法律で禁止されること

になりました。これを守らない場合

は病院の管理者が処罰されることに

なります。定められた時間といって

も原則年間960時間以内であり、こ

れは実は一般の労働者の過労死ライ

ンと言われる時間なのです。医師は

患者さんのためなら、一年365日24

時間いつでも診療にあたることが当

然のような考えは一変しました。こ

れまで日本は人口あたりで欧米と比

べとても少ない医師数で、時間外も

献身的に働くことによって世界トッ

プレベルの医療水準を維持してきま

した。しかし、働き方改革で時間外

診療時間が制限されるようになる

と、さらに多くの医師がいないと診

療が維持できない可能性が現実化し

てきました。そのため都会の病院で

はより多くの医師を集める動きがあ

るため、医師数の偏在化、つまり都

会ばかりに医師が集中して田舎に集

まらないことが一層深刻になってい

ます。へき地医療を守っている飛騨

市民病院のような病院にとってはと

ても深刻な問題です。

　その対策として飛騨市民病院では

入院患者さんの担当を主治医ひとり

とせずに、チーム（複数主治医制）

で診療しています。休日や時間外で

の入院患者さんへの対応は当番医が

行い、その他の医師はしっかり休養

をとることにしています。休日の日

直や当直は大学病院などの外部の先

生にも協力をお願いしています。

　そこで市民の皆さんにお願いがあ

ります。出来るだけ時間内に受診し

ていただくようお願いいたします。

ただし急な病気や怪我などの場合は

救急外来を受診していただければ、

宿日直の医師が対応しますのでご安

心ください。また担当医からの入院

患者さんの病状の説明についても、

時間内にお願いいたします。

　今年も住民の皆さんが安心して暮

らせるよう飛騨市民病院としては精

一杯の努力を続けてまいりますの

で、何卒ご理解とご支援をお願いい

たします。

飛騨市民病院

0578-82-1150

医師の働き方改革へのご協力を
飛騨市民病院管理者兼病院長

黒木嘉人


